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議 会 運 営 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成３１年３月２６日（火） 午前 ９時５７分 開会 

                午前１０時５５分 閉会 

 

１．場所 

  第一委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 松 本 暁 彦 副委員長 村 上 英 明  委  員 増 永 和 起 

  委  員 楢 村 一 臣  委  員 森 西  正  

  議  長 嶋野浩一朗  副 議 長 福 住 礼 子 

  議  員 中 川 嘉 彦  

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  副市長 奥 村 良 夫  総務部長 井 口 久 和 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 藤 井 智 哉 同局参事兼局次長 岩見賢一郎 

  同局次長代理 田 村 信 也  同局総括主査 香 山 叔 彦 

  同局書記 速 水 知 沙  同局書記 関  正 秀    

 

１．案件 

・議案第１号 平成３１年度摂津市一般会計予算所管分 

・議案第１０号 平成３０年度摂津市一般会計補正予算（第８号）所管分 

・追加議案の取り扱いについて  
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（午前９時５７分 開会） 

○松本暁彦委員長 ただいまから議会運

営委員会を開会いたします。 

 まず、理事者から挨拶を受けることにし

ます。 

 副市長。 

○奥村副市長 本日は、年度末のお忙しい

中、議会運営委員会を開催していただきま

してありがとうございます。 

 本日は、平成３１年第１回市議会定例会

へ追加提出いたします案件といたしまし

て、損害賠償の額を定める専決処分報告の

件、１件をお願いいたすものでございます。 

 案件の概要につきましては、総務部長か

ら説明させますのでよろしくお願い申し

上げます。 

○松本暁彦委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、村上委員

を指名します。 

 それでは、追加議案について概略説明を

お願いします。 

 総務部長。 

○井口総務部長 それでは、平成３１年第

１回摂津市議会定例会に追加提出いたし

ます報告第２号、損害賠償の額を定める専

決処分報告の件の概略説明をさせていた

だきます。 

 本件は、地方自治法第１８０条第１項の

規定により専決処分をいたしたものでご

ざいます。 

 本件の事故発生の状況につきましては、

平成３１年１月１３日、日曜日、午後２時

３０分ごろ、摂津市正雀４丁目１５番地先

におきまして、走行中の自動車の車両底部

が舗装道路の盛り上がり部分に接触し、ア

ンダーカバー及び排気管等が損傷したも

のでございます。 

 損害賠償の相手方につきましては、議案

書に記載のとおりでございます。 

 本件の保険契約は、公益社団法人全国市

有物件災害共済会と複数の保険会社によ

る共同保険契約となっており、損害賠償額

１６万４，４７８円は、全額幹事保険会社

の損害保険ジャパン日本興亜株式会社か

ら支払われるものでございます。 

 なお、平成３１年３月１３日に示談が成

立いたしましたので、本定例会に専決処分

の報告をさせていただくものでございま

す。 

 以上、平成３１年第１回定例会に追加提

出いたします報告第２号、損害賠償の額を

定める専決処分報告の件の概略説明とさ

せていただきます。 

○松本暁彦委員長 説明が終わりました。 

 この際、何か質問があればお受けします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○松本暁彦委員長 質問がないようです

ので、理事者の皆さんは退席いただいて結

構です。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時   休憩） 

（午前１０時１分 再開） 

○松本暁彦委員長 再開します。 

 それでは、議案第１号所管分及び議案第

１０号所管分について審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 藤井局長。 

○藤井事務局長 それでは議案第１号、平

成３１年度一般会計予算のうち、議会にか

かわります部分につきまして説明させて

いただきます。 

 初めに歳入でございますが、款２０諸収

入、項４雑入、目２雑入、節１雑収入の内

訳といたしまして、私用電話使用料は主に

電報発信にかかるものでございます。 

 電子複写機使用料は、議会事務局内のコ
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ピー機にかかる各会派等の使用料で、前年

度に比べ１万９，０００円の減額となって

おります。 

 これは、平成３１年度大阪府市議会議長

会分の使用がなくなることによるもので

ございます。 

 次に歳出につきまして、議会事務局職員

人件費を除く予算の総額は、２億５，１１

３万８，０００円で、前年度と比較いたい

ますと１，９９６万７，０００円の減額と

なっております。 

 この主な要因につきましては、共済費及

び議会放送設備等改修にかかる経費の減

額によるものでございます。 

 共済費につきましては、総務省が毎年示

します公的負担金率が、引き下げられまし

たことから差額を減額いたしております。 

 議会放送設備等改修費につきましては、

平成３０年度に工事が完了しましたので、

修繕料及び実施設計にかかる委託料を減

額いたしております。 

 また増額分として、科目により平成３１

年１０月１日からの消費税率８％から１

０％への引き上げを見込んでおり、加えて、

改元に伴う議会ホームページの改修費を

新規要求項目として上げております。 

 それでは、予算科目に沿ってそれぞれ説

明させていただきます。 

 款１議会費、項１議会費、目１議会費、

節１報酬は、議員１９名分の議員報酬でご

ざいます。 

 節３職員手当等のうち、議員期末手当は

６月及び１２月に支給されます期末手当

で、前年度同額でございます。 

 なお、平成３０年の人事院勧告に伴い、

平成３０年第４回定例会において摂津市

議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例をご可決

いただき、平成３１年度以降の期末手当の

６月期と１２月期の支給月数が平準化さ

れましたことから、６月、１２月の支給率

がともに２．０２５カ月で、年４．０５カ

月となっております。 

 節４共済費のうち、議員共済給付費負担

金につきましては、共済給付金の給付に要

する費用にかかる、総務省が毎年示します

公的負担金率が前年度の３８．２％から、

３６．９％に引き下げられましたことによ

りまして対前年度１６０万円の減額とな

っております。 

 負担金４，５４３万２，０００円の算出

につきましては、本市の標準報酬月額５４

万円に１年分としての１２カ月、議員定数

の１９名分と、平成３１年度の負担金率３

６．９％を掛け合わせて算出いたしたもの

でございます。 

 議員共済事務費負担金は、市議会議員共

済会に支払う事務負担金で、議員１名当た

り年額１万３，０００円の議員数１９名分

でございます。 

 節７賃金は、議長公務に伴う公用車の運

転業務に携わります自動車運転嘱託員の

一般職非常勤職員賃金で、前年度に比べ２

９万７，０００円の減額となっております。 

 この主な要因といたしましては、平成３

０年度予算で計上いたしておりました大

阪府市議会議長会の会長市としての公務

出席分の、平成３１年度は不要となること

によるものでございます。 

 節８報償費は、友好都市の交流時に贈呈

する記念品代及び手話通訳者派遣費で、前

年度と同額でございます。 

 節９旅費は、平成３０年度より議会運営

委員会の行政視察を再開しましたことか

ら、常任委員会及び議会運営委員会におけ

る行政視察を実施するための予算を計上
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し１名当たり８万円を、常任委員会は議員

数の１９名分、計１５２万円と議会運営委

員会は予算要求時の委員数と正副議長の

７名分、計５６万円の費用弁償を計上いた

しております。 

 その下、普通旅費におきましては、その

随行職員５名分の計４０万円を計上いた

しております。 

 また、議長会等関係旅費といたしまして

は、主に大阪府市議会議長会、全国市議会

議長会総会、北摂市議会議長会管外視察等

における議長、副議長及び随行職員の旅費

を中心に計上いたしております。 

 なお、前年度に比べ減額となっておりま

すのは、平成３０年度に計上いたしており

ました大阪府市議会議長会の会長市とし

ての公務出席分及びバンダバーグ市友好

都市締結２０周年記念式典への行政訪問

の同行旅費が不要となることによるもの

でございます。 

 節１０公債費は、前年度と同額でござい

ます。 

 節１１需用費は、前年度に比べ１，５１

７万２，０００円の減額となっております。 

 この主な要因といたしましては、修繕料

におきまして平成３０年度予算で計上し

ておりました議会放送設備等改修費が、３

１年度は不要となることによるものでご

ざいます。 

 また、消耗品費におきましては前年度に

比べ３万９，０００円の増額となっており

ます。 

 この主な要因といたしましては、消費税

率改定の増額分を見込んだものでござい

ます。 

 印刷製本費におきましては、前年度に比

べ３７万８，０００円の増額となっており

ます。 

 この主な要因といたしましては、議会だ

より発行につきまして消費税率の改定分

及び資材原料価格の高騰により、単価が改

定されましたことによるものでございま

す。 

 節１２役務費のうち通信運搬費は、議会

事務局が所有いたします携帯電話の通話

料及びファクス回線の架設や休止にかか

る費用を計上いたしております。 

 手数料は、正副議長室のテーブルクロス

等のクリーニング代でございます。 

 筆耕翻訳料は本会議での速記、そして各

委員会、協議会等の音声反訳にかかるもの

でございます。 

 節１３委託料におきましては、前年度に

比べ２３７万９，０００円の減額となって

おります。 

 この主な要因は、先ほど修繕料において

説明いたしました議会放送設備等の改修

にかかる実施設計委託料について、平成３

１年度は不要となることによるものでご

ざいます。 

 会議録検索システムデータ更新等委託

料は、市議会ホームページや庁内ＬＡＮか

ら閲覧できます定例会や、各委員会の会議

録検索システムの管理及びデータ更新に

かかるものでございます。 

 議会ホームページ改修委託料は、新規要

求項目で改元に伴う議会ホームページの

改修費６８万６，０００円を計上いたして

おります。 

 職員派遣委託料は、正副議長の秘書業務

等の派遣職員２名にかかるものでござい

ます。 

 政務活動費調査委託料は、政務活動費の

運用時に弁護士等の第三者によるチェッ

クを委託する経費でございます。 

 議会映像配信委託料は、前年度に比べ７
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６万１，０００円の減額となっております。 

 この要因といたしましては、平成３０年

度予算におきまして、本会議場の映像配信

システムのカメラ等操作員の派遣料を計

上いたしておりましたが、年度途中より、

経費節減のため事務局職員により操作を

行うこととしたため、平成３１年度予算に

おきましては、映像配信システムの配信サ

ービス及び運用管理委託料のみを計上し

ているものでございます。 

 次に、領収書等イメージファイル作成委

託料は、政務活動費の運用時に領収書等の

インターネット公開のためのスキャニン

グ業務の委託にかかる経費でございます。 

 節１４使用料及び賃借料のうち電子複

写機レンタル料は、議会事務局内に設置し

ておりますコピー機のレンタル料でござ

います。 

 自動車借上料及び通行料等は、議長車の

行事参加中に発生する駐車場使用料でご

ざいます。 

 行政視察施設入館料は、常任委員会の行

政視察において一部公共施設の入館料を

要する場合に、１施設６００円の入館料と

して委員１９名分を計上したものでござ

います。 

 節１８備品購入費のうち庁用器具費は、

政務活動費の運用時に、領収書等をインタ

ーネット公開するためのスキャナーの購

入費でございます。 

 図書購入費は、議会図書室用に所蔵する

書籍の購入費でございます。 

 節１９負担金補助及び交付金のうち政

務活動費は、議員一人当たり月額３万円を

会派へ交付するものでございます。 

 その下の４種の負担金は、各議長会に対

する負担金でございます。 

 一番下の全国高速自動車道市議会協議

会は、高速自動車道の建設促進と、料金制

度や防災安全対策など、高速道路の諸情勢

や通化市共通の問題を総合的に調査・研究

し、その解決を図るため、関係方面に要請

する等の措置を行う組織で、全国３２６市

が加盟しております。 

 以上、平成３１年度一般会計予算の所管

分の説明とさせていただきます。 

 続きまして議案第１０号、平成３０年度

一般会計補正予算（第８号）のうち、議会

にかかわります部分につきまして説明を

させていただきます。 

 いずれも減額補正で、年度末を見通した

中で、執行状況を精査いたしました上での

減額となっております。 

 節９旅費につきましては、常任委員会に

おける行政視察を実施するための予算で、

一人８万円の１９人分１５２万円を想定

しておりましたが、一人当たり約３万２，

０００円、計約６０万８，０００円の支出

となりました。 

 また、大阪府議長会会長が担います全国

議長会理事として理事会におきまして、大

阪万博誘致の要望活動を実施することを

府議長会総会において決定されましたの

で、その出席のためにバンダバーグ市友好

都市締結２０周年記念式典の訪問を見送

りましたことが減額の主な要因でござい

ます。 

 なお、行政視察につきまして参考までに

申し上げますと、総務建設常任委員会では

静岡県焼津市及び掛川市を訪問し、一人当

たり３万２，０００円、文教上下水道常任

委員会では富山県射水市及び砺波市を訪

問し、一人当たり約３万円、民生常任委員

会では長野県岡谷市及び松本市を訪問し、

一人当たり約３万５，０００円、また、今

年度から議会運営委員会の行政視察を再
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開し、大分県大分市及び山口県山陽小野田

市を訪問し、一人当たり約４万９，０００

円の支出でございました。 

 節１１需用費の印刷製本費につきまし

ては、議会だよりの発行にかかる経費で、

業務における年度末見込みにより減額す

るものでございます。 

 修繕料につきましては、議会放送設備等

の改修にかかる経費で、入札による謝金で

ございます。改修にかかる契約の金額は１，

２７４万９，１８４円で、当初予算１，５

５８万８，０００円との差額を減額するも

のでございます。 

 節１３委託料のうち議会放送設備等改

修実施設計委託料は、修繕料と同じく議会

放送設備等の改修に伴う実施設計にかか

る経費で、入札による謝金でございます。

実施設計委託にかかる契約の金額は９７

万２，０００円で、当初予算２３３万９，

０００円との差額から、一部他科目への流

用額を除き減額するものでございます。 

 節１２に戻りまして、役務費の筆耕翻訳

料は、本会議での速記や各委員会、協議会

における音声反訳にかかる経費で、業務に

おける年度末見込みにより減額するもの

でございます。 

 節１３委託料のうち政務活動費にかか

る予算で政務活動費調査委託料は、政務活

動費の運用時に弁護士等第三者によるチ

ェックを委託する経費、領収書イメージフ

ァイル作成委託料は、領収書等のネット公

開のためのスキャニング業務委託にかか

る経費で、この後の節１９負担金補助及び

交付金で説明いたします政務活動費の全

額を減額することにより減額するもので

ございます。 

 議会映像配信委託料は、本会議における

ライブ配信及び録画配信にかかる経費で、

映像配信システムの配信サービス及び運

用管理の委託料、本会議場でのカメラ等操

作員の派遣料でございます。この中で、カ

メラ等操作員の派遣料につきましては、年

度途中より経費節減のため、事務局職員に

より操作を行うこととしたため減額する

ものでございます。 

 続きまして、節１９負担金補助及び交付

金の政務活動費につきましては、今年度は

交付申請がありませんでしたので全額を

減額いたしております。 

 以上、平成３０年度一般会計補正予算

（第８号）所管分の補足説明とさせていた

だきます。 

○松本暁彦委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 平成３１年度の議会だ

よりの金額ですけれども、今のご説明で増

額があるけれども、その増額分というのは

消費税とそれから単価上昇による分だと

いうご説明でした。 

 議会だよりについては、自治会等にお願

いをして配布をしていただいてると思う

んですけれども、全戸配布を目指すという

方向で進められていたというふうに記憶

をしております。全戸配布に向けての取り

組みは、どのようになっているのかをご説

明いただきたいと思います。 

○松本暁彦委員長 岩見次長。 

○岩見事務局次長 議会だよりの全戸配

布についてのお答えをさせていただきま

す。 

 議会だよりの全戸配布につきましては、

平成３１年度中に市議会での意思決定後、

早急に検討を進めてまいりたいというふ

うに考えております。よろしくお願いいた

します。 
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○松本暁彦委員長 増永委員。 

○増永和起委員 広報せっつは全戸配布

が行われてると思います。議会だよりも読

んでいただいてる方々から、前と比べて議

会の様子がよくわかるようになったと好

評もいただいているところですので、ぜひ

市民の皆さんにお届けをするという趣旨

で、全戸配布ということを要望したいと思

います。 

 終わります。 

○松本暁彦委員長 先ほどの増永委員の

要望につきましてですけども、これまでの

議会の政策というのがやはり幹事長会と

議会活動等検討委員会のほうで政策決定

の意思を得て、実施をされているというと

ころを認識しております。 

 今後、議会の政策に関しては、やはりし

かるべき機関とシステムを通じて上げて

いただくほうがよろしいかと思いますの

で、そこはよろしくお願いいたします。 

 森西委員。 

○森西正委員 政務活動費なんですけど、

補正のほうで行きますと、全額減額補正と

いうような形になっております。 

 そこの部分で、政務活動費のあり方を今

後どういうふうにしていくのか考えてい

かなければならないというふうには思い

ますので、その点は委員長のほうから議会

活動等検討委員会で、こちらの議論をして

いただくように申し入れていただきたい

と思います。 

○松本暁彦委員長 かしこまりました。こ

ちらのほうで一応各委員会、幹事長会のほ

うに、また議長を含めて意見等を提出させ

ていただきます。 

 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○松本暁彦委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○松本暁彦委員長 討論なしと認め、採決

します。 

 議案第１号所管分について、可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○松本暁彦委員長 全員賛成、よって本件

は可決すべきものと決定しました。 

 続きまして、議案第１０号所管分につい

て可決することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

（挙手する者あり） 

○松本暁彦委員長 全員賛成、よって本件

は可決すべきものと決定しました。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時２０分 休憩） 

（午前１０時５２分 再開） 

○松本暁彦委員長 議会運営委員会を再

開します。 

 追加議案及び意見書の議事日程、扱いに

ついて協議を行います。 

 事務局から説明をお願いします。 

 香山総括主査。 

○香山事務局総括主査 それでは、追加議

案及び議会議案の上程にかかわりまして、

３月２８日の議事日程についてご説明申

し上げます。 

 この日につきましては、日程１が議案第

１号など２８件の付託案件に関する委員

長報告、採決となります。 

 この２８件を採決グループごとにまと

めるように順序を並びかえて、備考欄に採

決の方法を記入いたします。 

 議案第１号、議案第２号、議案第３号、

議案第４号、議案第７号、議案第８号、議

案第２３号、議案第２９号及び議案第３１
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号が一括起立採決、議案第５号、議案第６

号、議案第１０号、議案第１１号、議案第

１２号、議案第１３号、議案第１４号、議

案第１５号、議案第１９号、議案第２０号、

議案第２１号、議案第２２号、議案第２４

号、議案第２５号、議案第２６号、議案第

２７号、議案第２８号、議案第３０号及び

議案第３２号が一括簡易採決でございま

す。 

 日程２が３月２５日に提出されました

追加議案の報告第２号で報告を受けてい

ただきます。 

 日程３が本日上程が決まりました意見

書案でございまして、一括上程の上、即決

でございます。 

 議会議案第１号、議会議案第２号、議会

議案第３号、議会議案第４号が一括簡易採

決と備考欄に記載いたします。 

 次に日程４といたしまして、常任委員会

の所管事項に関する事務調査の件という

ことで、こちらにつきましては備考欄に簡

易採決と記載いたします。 

 ３月２８日の議事日程並びに議会議案、

それから常任委員会の所管事項に関する

事務調査表につきましては、本会議開会ま

でに本会議場へ配付させていただきます

のでよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○松本暁彦委員長 ただいまの事務局の

説明のとおり、決定することに異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○松本暁彦委員長 異議ないようですの

で、そのように決定をいたします。 

 以上で、本委員会を閉会いたします。 

（午前１０時５５分 閉会） 
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